
７ ７ ７

石川 次郎 石川 雅子
イシカワ ジロウ イシカワ マサコ

昭和 55 11 22 昭和 55 ６ 23

石川県野々市市高橋町

１０番２号

野々市ハイツ １０２号

石川県金沢市額谷３丁目１

番地１

石川県野々市市高橋町１０番

石川 次郎
福井 達也
石川 幸子
石川 大輔

富山 吾郎
富山 龍江

富山 雅子富山県富山市桜町７ ○
石川 空愛、石川 空音

平成２０ ７ 令和５ ４

石川県野々市市高橋町１０番２号 野々市ハイツ１０２号

石川 次郎 石川 雅子

石川 幸子 富山 龍江
昭和 ２８ ８ １８ 昭和 ３０ ３ １６

石川県野々市市三納三丁目１２８

番地

富山県富山市桜町７番５号

石川県野々市市太平寺４丁目１５

６番地

富山県富山市桜町７番

離婚届を提出す

る時点の住民登

録地を記入して

ください。

※離婚届と同時

に住所変更や世

帯分離をする場

合は新住所を記

入してください
住民異動届の提出

も必要です。

届出日を記入して下

さい。

※訂正があるときは、修正テープなどは使用せず、一重線を引いて訂正してください。 消えるボールペンやスタンプ印は使用しないでください。

協議離婚の場合、証人欄には

成人２名の署名が必要になります。

戸籍の筆頭者でない方（婚姻の際、氏が変わった方）の離婚後

の戸籍について記入してください。

旧姓で婚姻直前の戸籍に戻る場合

夫又は妻は もとの戸籍にもどる を選択

旧姓で新しい戸籍を作る場合

夫又は妻は 新しい戸籍をつくる を選択

婚姻中の氏を使い続ける場合※

いずれもチェックせず、すべて空欄のまま
※離婚届と一緒に、「離婚の際に称していた氏を称する届（戸籍法７

７条の２の届）」の提出が必要です。

未成年の子がいる場合、親権者を

定めた上で、いずれかの欄に子の

氏名を必ず記入してください。

親権の定めについて合意の意思を示すため、

必ず双方にチェック をしてください。

二 ⾧

記載例


